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No. 意見・要望 対応

1
・ヒラメの放流で漁獲量が増大したことにより、単価が下がり買
いやすくなった。

2
・H23,24年に滑川栽培漁業センターにヒラメの新施設を整備した
ことで、従来にも増して健康で活力のあるヒラメが安定して生産
できるようになった。

3
・クルマエビは、放流効果が低いようだが、対象魚種としていくメ
リットがあるのか。

4
・クルマエビは、全国的に漁獲量が減少しており、その原因はわ
かっていない。今後、クルマエビの栽培漁業を推進するかどうか
については、漁業者の意見をふまえて検討してほしい。

5
・技術開発中のキジハタ、アカムツについて、研究を早く進めて
いただきたい。

6
・キジハタやアカムツの栽培漁業技術の開発を進めることは非
常にありがたい。

7
・キジハタ、アカムツを栽培漁業対象種とすることは大歓迎で、
是非推進してほしい。

8
・アカムツは獲れる場所が限られているので、放流は漁業者の
協力などを得て、沖合で実施してはどうか。

・アカムツの放流場所については、船でアカムツの生息水深のある沖合まで行き、海上から放流する
方法もあるが、成長するにつれ生息域が徐々に深くなることも考えられることから、地先からの放流と
船上からの放流の、いずれがアカムツの生残が良いか、今後も研究を進めたい。
（→基本方針（案）1(3)、2(3)に反映）

9 ・マダイを栽培漁業対象種としてはどうか。
・マダイは、日本海における調査の結果、広域回遊を行う魚種とされていること、また、富山県で実施
した標識放流調査などの結果、放流効果は低いと考えられることから、現段階では、種苗生産の再開
は見合わせることとしたい。

10 ・ハタハタを栽培漁業対象種としてはどうか。

11
・キジハタやアカムツといった高級魚だけではなく、アジなどの大
衆魚も栽培漁業にチャレンジしてほしい。

12
・海水温が以前より上がっているように思うが、放流時に水温差
がないのか。

・種苗生産は、原則、地先の水深数メートルから取水した海水を使用しているため、飼育水温と放流
地先の水温が大きく異なることはない。
・なお、ヒラメについては、以前は地先水温が高く餌の少ない8月頃に放流を実施していたが、現在
は、放流地先の水温が8月より低く餌の豊富な7月上旬ごろの放流に向け、加温による早期生産を進
めており、より好適な時期に放流を実施している。
（→基本方針（案）2(3)に反映）

13
・海水温が変化した場合に対応して、幅広い魚種の種苗生産を
検討してはどうか。

・栽培漁業対象種の全国での放流実績（H29）として、ヒラメは北海道から鹿児島県まで、エゾアワビ
は北海道から佐賀県まで、クロダイは山形県から大阪府まで、クルマエビは秋田県から鹿児島県まで
と広域で放流されており、幅広い水温帯に生息することが可能な魚種であることから、海水温の変化
にも一定程度対応できると考えている。
・新しい栽培漁業対象種の研究には、生産技術の開発や放流効果調査等に長い時間と費用を要す
ることから、漁業関係者等からの要望も踏まえながら、今後も検討を進めることとしたい。
（→基本方針（案）2(3)に反映）

14 ・放流魚の遺伝的多様性への配慮はできているか。
・ヒラメやクロダイなどの栽培漁業対象種や技術開発中であるキジハタやアカムツについては、地場
の天然魚を親魚とすることにより、遺伝的多様性に配慮している。
（→基本方針（案）2(2)に反映）

15
・クロアワビの生息域に近縁種のエゾアワビを放流することは影
響あるので、どうするかはっきりした方がよい。

・クロアワビとエゾアワビは近縁な種であるため、天然域での交雑があった場合、遺伝的多様性への
影響が懸念されるが、富山県において、エゾアワビを放流したことによる影響はこれまで確認されて
いない。他地域でクロアワビ生息域にエゾアワビ種苗を放流した遺伝的影響について調べた研究に
よると、集団レベルでは、放流による顕著な影響は検出されなかったが、一部の個体では非在来集団
（エゾアワビ）の遺伝子が混じっている可能性が指摘された。
　本県としては、遺伝的多様性に配慮した栽培漁業を進めるためにも、まずは技術的または施設面で
本県においてクロアワビの生産が可能か調査し、今後の放流種等について検討することとしたい。
（→基本方針（案）2(2)に反映）

16
・同種の魚を大量に放流することによる餌生物などの生態系の
バランスへの配慮はできているか。

・種苗は各漁協等が各地先に放流しており、県内全域でみると放流地は分散されている。
・水産研究所が県内の海岸においてヒラメの餌生物量や餌生物の環境調査などを実施した結果、放
流適期は県西部で６月中旬から７月上旬、県中東部では６月中旬から７月下旬が良いとしている。餌
生物が多い時期に放流することで、ヒラメの生残率を向上させるだけではなく、生態系への影響を最
小限にとどめることができると考え、滑川センターに、加温により早期の採卵、生産を可能とするヒラメ
生産施設を整備（H23,24）し、早期の生産・放流を実施している。
・新たな栽培漁業対象種として技術開発しているキジハタについては、餌生物の観点も含め、より好
適な放流場所や時期を明らかにし、生態系のバランスに配慮した栽培漁業を実現することとしたい。
（→基本方針（案）2(2)に反映）

（全体） 17
・つくり育てる漁業の拡充が重要と考える。現在の栽培漁業対象
種の種苗放流を安定的に継続するため、老朽化した氷見栽培
漁業センターの早期改修をお願いしたい。

・滑川と氷見の両栽培漁業センターについて、適切な役割分担のもと、最大限の活用を図るため、老
朽化した氷見センターの改修整備を進めることとしたい。
（→基本方針（案）3(3)に反映）

18
・漁業の担い手対策にもつながるので、栽培漁業の現場を子ど
もたちの教育に役立ててほしい。

19
・栽培漁業センターは子どもたちや学校の先生が見学できるよう
に整備するとともに、漁業者が海を大事にしていることをＰＲして
ほしい。

20
・近年、子どもの魚離れと言われることもあるため、栽培漁業セ
ンターの施設を利用した教育はありがたい。

21
・環境に対しても子どもたちにどういった取組みができるかを提
示してほしい。

・栽培漁業の学習と合わせ、例えば、パネル展示等により海岸漂着ごみなど海洋環境についても学
習できるよう検討することとしたい。
（→基本方針（案）3(3)③に反映）

22
・栽培漁業センターを教育に活用することは重要だが、防疫体
制の構築が必要である。

・生産施設の見学場所は、生産現場と隔離した仕様とし、見学による病原菌の持ち込み等に配慮した
施設となるよう検討することとしたい。
（→基本方針（案）3(3)③に反映）

23
・栽培漁業センターも単なる見学ではなく、育てるところから食卓
に上るまでのストーリー性をもって説明することが重要であるこ
とから、説明（人、施設）をしっかりする必要がある。

24 ・来場者の対応に必要な人員の検討が必要である。

25

・氷見では、例えば氷見漁港のセリ見学やかまぼこの絵付け体
験などが実施されているため、そうした地域の関連施設と連携
し、関連施設をいくつか見学することで育てるところから食べるこ
とまでの一連の流れを学べるのではないか。

・産業観光のモデルコースへの組込みなども視野に入れ、氷見市と連携して対応することとしたい。
（→基本方針（案）3(3)③に反映）

26 ・氷見栽培漁業センターは非常に眺めが良いところである。
・氷見センターの高台からは、近傍の定置網も一望できることから、そうした眺望の活用も検討するこ
ととしたい。
（→基本方針（案）3(3)③に反映）

第１回検討会における意見・要望への対応

分野

栽培
対象種

現行
対象種

・栽培漁業対象種については、現行のヒラメ、アワビ、クロダイ、クルマエビの４種を基本に、今後も、
沿岸市町や漁業団体の要望に応じて安定的に生産できるよう努めたい。
（→基本方針（案）1(1)(2)に反映）

・富山県において、クルマエビは放流効果が低いと推定されているが、沿岸市町、各漁協等に実施し
たアンケート（H28）では、回答があった11団体等のうち6団体において放流継続の希望があったこと
から、現在も栽培漁業対象種としている。
・クルマエビの今後の継続については、今回のアンケート結果や今後の具体的な放流要望等も踏ま
え、キジハタ事業化時等に再検討することとしたい。
（→基本方針（案）1(2)に反映）

新魚種

・キジハタ、アカムツについては、安定した種苗生産技術の開発や放流効果の検証等に取り組み、栽
培漁業の早期事業化を推進したい。
・特に、水産研究所に新たに整備したキジハタ、アカムツ種苗生産施設において、大量の稚魚を生産
することにより、放流に適した時期や場所を検証する比較放流試験を実施し、事業化に向けた技術開
発を加速させることとしている。
（→基本方針（案）1(3)に反映）

・栽培漁業は放流効果として、生産経費（種苗代金）に対して再捕による漁獲金額がそれを上回るか
といった費用対効果が求められる。このため、栽培漁業に向いているのは、一般的に単価が高い高
級魚となっており、大衆魚の資源増大については、栽培漁業以外の資源管理（網目規制、操業期間
や操業域の規制など）による対応の方が効果的と考えている。

・氷見センターの改修整備あたっては、若い世代等の栽培漁業への興味・関心を高めるため、これま
で防疫や安全面から対応を見合わせてきた社会見学や観光客の受入れなど、教育・産業観光での活
用を検討することとしたい。
（→基本方針（案）3(3)③に反映）

・氷見センターの職員は、現在3人と少ないことから、休日における対応も含め、教育、観光に適切な
対応ができるよう検討を進めることとしたい。
（→基本方針（案）3(3)③に反映）
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